
① はじめに

廃棄物処理は国民生活･国民経済の安定確保に不可欠な業務とされ､新型コロナウイルス感染症の流行
時や緊急事態宣言時においても､十分に感染拡大防止策を講じつつ､事業を継続することが求められてい
ます｡このため､環境省において廃棄物処理における感染防止策について様々な情報をとりまとめ､｢廃棄
物に関する新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン｣､対策の動画やチラシなどを作成して公表しま
した｡また､一般財団法人日本環境衛生センター及び公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが
｢廃棄物処理業における新型コロナウイルス対策ガイドライン｣を作成して公表しています
環境省では､これらのガイドライン等で示された対策を関係者の皆様に十分にご理解いただくための

研修素材を作成しました｡できるだけわかりやすくなるようイラストを多く用いるなどの工夫をしまし
た。また、理解が進むように、動画も用意しました。
本研修会では、これらの研修素材を紹介しますので、それぞれの自治体で活用いただきたいと思いま

す。
なお､環境省では､引き続き新型コロナウイルス感染症に係る情報の収集、調査｡整理等を進め､正確で

有用な知識をわかりやすい形で関係者の皆様に発信していくこととしています。

●研修コンテンツの目的
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② テキストの概要 -1-
● P05 新型コロナウイルスの感染経路について
一般的には、インフルエンザウイルスと同様の ①飛沫感染、②マイクロ飛沫感染、③接触感染によ

り伝播すると考えられている。

①飛沫感染 ②マイクロ飛沫感染 ③接触感染
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感染者の飛沫（くしゃみ、咳、つ
ばなど）と一緒にウイルスが放出
され、他の人がそのウイルスを口
や鼻などから吸い込んで感染する。

マイクロ飛沫感染とは、微細な飛沫である５μm未満の
粒子が、換気の悪い密室等において空気中を漂い、少し
離れた距離や長い時間において感染が起こる感染経路で
あり、会話等の際に放出されるそのような小さな唾液粒
子を吸い込むことにより感染が広がることが明らかと
なっている。

感染者がくしゃみや咳を手で押さ
えた後、その手で周りの物に触れ
るとウイルスがつく。他の人がそ
れを触るとウイルスが手に付着し、
その手で口や鼻を触ると粘膜から
感染する。



② テキストの概要 -2-
● P13 基本的な感染対策について

挿絵（さしえ）でも表現
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● P16 A. 新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の取扱いに関する留意点

② テキストの概要 -3-

● P18 B. 廃棄物の排出における留意点

新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の種類と特徴を、次の発生場所ごとに整理した。

廃棄物の排出方法の留意点を、次の発生場所ごとに整理した。
①家庭及び事業所 ②医療関係機関等 ③宿泊療養施設 ④新型コロナ

ウイルス感染症の
ワクチン接種会場
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● P26 C．廃棄物の処理等における留意点の主なもの

② テキストの概要 -4-

①処理作業等及び事務作業における共通の対策（p26）
・新しい生活様式の実践
・出勤前の体温測定
・他人と共用する物品や複数の人が触れる箇所の消毒
・通勤する際に、場面に応じたマスクの着用
など

②処理作業等における対策（p28）
・他の人と十分な距離をとる
・肌の露出の少ない作業着の着用
・手袋、マスク、ゴーグル等の個人防護具の着用
・手袋の脱着時の注意
・選別ライン等では対面での作業を避ける
・手洗い、または手指の消毒
・休憩場所の換気
など

③事務作業における対策（p34）
・対人距離の保持
・手洗い、または手指消毒
・事務所内の清掃及び消毒
・窓口でのプラスチック等の仕切りの設置
・在宅勤務（テレワーク）の実施
など

動画でもチェック可能
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● P36 D．各主体が取るべき措置

② テキストの概要 -5-

①排出者が取るべき措置（p38）
＞排出における留意点に配慮

②廃棄物処理業者等が取るべき措置（p39）
＞事業継続計画の策定
＞体制の整備
＞感染リスクの評価と感染防止策の検討
＞事業継続に重要な要素（人員、物資）の確保
＞不足した場合の対応の検討

④都道府県が取るべき措置（P47）
＞適正かつ円滑な処理に関する周知徹底
＞関係主体との連携

③市町村が取るべき措置（p46）
＞廃棄物の適正かつ円滑な処理に関する周知徹底
＞一般廃棄物の統括的な処理責任の徹底
・市町村は、処理業者と協力して事業継続計画を策定
・職員等に対して教育・訓練を実施
・定期的に事業継続計画を点検・改訂
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③アンケートの結果を踏まえて -1-
令和３年度に全国の自治体、一般廃棄物収集運搬業者等を対象に行ったアンケート調査の結果から、
次のことに留意する必要があると考えられる。

１

２

３

新型コロナウイルスの感染予防対策も含めて、労働安全衛生に関する職員研修を
行っていない自治体や処理業者が多かったので、職員研修の実施に取り組むこと
が重要である。

事業継続計画に関して自治体と処理業者が相談又は協議を行っていない場合が多
かったので、事業継続計画の策定に当たっては、自治体と廃棄物処理業者は、相
互に情報交換や役割分担の調整などの連携を密にすることが必要である。

新型コロナウイルス感染症対策に関する国からの情報や通知に関し、自治体から
処理業者への情報提供がなかったというケースがあったので、自治体から処理業
者への情報提供を促進する必要がある。
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③アンケートの結果を踏まえて -2-
（参考）同じくアンケートの結果から、好事例を二つ紹介する。

事例１ 収集運搬業者間のバックアップ体制の構築
アンケートにより、収集運搬業者の事業継続が不可能となった場合のバックアップ体制を自治体
が構築したという事例が得られた。それによると、各収集運搬業者は、他の収集運搬業者がバッ
クアップする場合に必要な情報（地図情報、効率的ルートなど）を自治体に提出しておき、他の
収集運搬業者によるバックアップが必要な事態が生じれば、バックアップする収集運搬業者に自
治体がその情報を提供するという仕組みである。

事例２ 作業マニュアルの見直し
アンケートにより、他部署からの応援が必要となる場合を想定し、マニュアルを見れば作業がで
きるように作業マニュアルをより詳細な内容に見直すとともに、怪我や事故発生のリスクが高い
部分を特定してわかりやすく表示したという事例が得られた。
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